
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度水質検査計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神栖市水道事業 

 

 

 

 

 

 

 



 １．基本方針 

  水道課では、市民の皆様に安全かつ安心して飲用いただける水道水を供給していることを確認す

るため、神栖市水道事業水質検査計画を毎年作成し、適切な水質検査を実施するとともに、その内

容を公表します。 

 

 

２．水道事業の概要 

（１）給水状況  

 ○給水区域 神栖市全域 

 ○給水戸数 ３１，９３０戸（平成２７年度末現在） 

○給水人口 ８６，８６５人（平成２７年度末現在） 

○普及率  ９１．７％（平成２７年度末現在） 

○年間給水量 ８，９５９，００１㎥（平成２７年度末現在） 

○一日平均給水量 ２４，４７８㎥（平成２７年度末現在） 

（２）水道施設概要 

  ○知手配水場 神栖市知手中央５－３－５      配水池 ８，７５２㎥ 

○鰐川配水場 神栖市鰐川３００－１２７他     配水池 ２，２００㎥×２基 

○土合配水場 神栖市土合本町４－９８０９－１２  配水池 ３，０００㎥ 

○別所配水場 神栖市波崎４５６８－１       配水池１，３００㎥、２，０６０㎥ 

 

 

３．原水及び浄水の水質状況 

  当市の水源は、鹿行広域水道用水供給事業（茨城県企業局）の鹿島浄水場及び鰐川浄水場にて

取水された原水から浄水された水を各配水場にて受水しています。浄水については水質基準を下

回っており、安全で良質な水であるといえます。知手配水場・鰐川配水場・土合配水場・別所配

水場で受水した浄水は、配水区域末端まで消毒効果が残るよう残留塩素濃度の調整を行い配水し

ています。 

 

 

４．水質検査を行う地点、項目及び頻度 

  平成２９年度の水質検査を別表の水質検査表のとおり実施します。 

 （１）検査地点 

    配水管の末端等水の停滞しやすい場所を含めた市内全域を対象とし、配水系統ごとに検査

地点を選定しています。 

（２）検査項目及び頻度  

（ア）毎日検査項目（３項目）  表１ 

給水栓で毎日検査を行うことが法令で義務付けられている項目であり、給水管所有者



に委託して検査します。（給水区域内の８箇所の蛇口を選定し検査を実施します。） 

表１ 毎日検査項目               単位：回/日 

 

 

 

 

 

（イ）水質基準項目（５１項目）  表２ 

水道法に基づき、水質基準項目（５１項目）の水質検査を実施します。各項目の実施

頻度は法令に基づく頻度で行います。水質検査は表２のとおり実施します。水質検査は

水道法の規定に基づき厚生労働大臣登録の水質検査機関への業務委託とし、精度管理が

なされていることを条件とします。 

   表２ 水質基準項目 

番号   項   目 基 準 値 検査頻度(回/年) 備 考 

 １ 一般細菌 100個/mL以下 １２ 毎月 

 ２ 大腸菌 検出されないこと    １２ 毎月 

 ３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下     ４  

 ４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下     ４  

 ５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下     ４  

 ６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下     ４  

 ７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下     ４  

 ８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05mg/L以下     ４  

 ９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下     ４  

１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下     ４  

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下     ４  

１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下     ４  

１３ ﾎｳ素及びその化合物 1.0mg/L以下     ４  

１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下     ４  

１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下     ４  

１６ ｼｽｰ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

0.04mg/L以下     ４  

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下     ４  

１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下     ４  

１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下     ４  

２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下     ４  

２１ 塩素酸 0.6mg/L以下     ４  

項    目 検査頻度 備     考 

 色    １ 水道法施行規則第１５条 

第１項第１号による 濁り    １ 

消毒の残留効果(残留塩素)    １ 



２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下     ４  

２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下     ４  

２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下     ４  

２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下     ４  

２６ 臭素酸 0.01mg/L以下     ４  

２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下     ４  

２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下     ４  

２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下     ４  

３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下     ４  

３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下     ４  

３２ 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下     ４  

３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下     ４  

３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下     ４  

３５ 銅及びその化合物 1.0mg/L以下     ４  

３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下     ４  

３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下     ４  

３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下    １２ 毎月 

３９ ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下     ４  

４０ 蒸発残留物 500mg/L以下     ４  

４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下     ４  

４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下    １２ 毎月 

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下    １２ 毎月 

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下     ４  

４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下     ４  

４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下    １２ 毎月 

４７ ｐＨ値 5.8以上8.6以下    １２ 毎月 

４８ 味 異常でないこと    １２ 毎月 

４９ 臭気 異常でないこと    １２ 毎月 

５０ 色度 5度以下    １２ 毎月 

５１ 濁度 2度以下    １２ 毎月 

    給水区域内の５箇所の給水栓を選定し検査を実施します。 

 

５．臨時の水質検査 

  ①配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

②その他特に必要があると認められるとき。 

   ③給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき。 



 

６．水質検査計画および検査結果の公表 

 ①次年度の水質検査計画は、毎年３月に神栖市役所のホームページ等で公開します。 

 ②水質検査結果については、検査終了後１ヵ月以内に神栖市役所のホームページ等で公開します。 

 

 

７．関係者との連携 

 水道用水供給事業者である茨城県企業局鹿行水道事務所と鹿行地域の各市水道事業において

鹿行広域水道連絡協議会を設置し、関係機関を含めて情報交換を図り、安全で安心な水の安定供

給に努めています。また、水源その他の水道施設で災害・水質汚染事故等が発生、もしくは発生

のおそれがある場合は必要に応じ、国・県の関係機関及び近隣市町、水質検査受託者等と連携し

適切な対応を行います。 

 

 

８．その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項 

 （１）水質検査結果の評価 

    水質検査結果を法令で定められた基準値と比較し、適合した水質であることを確認します。

水質検査結果が水質基準を超過又は超えるおそれがあるときは直ちに原因究明を行い対応

します。 

 （２）水質検査計画の見直し 

    市民の皆様に安全で安心な水道水を供給するため各水質検査項目の検査結果、科学的知見

に基づく情報等を考慮し、次年度の水質検査計画を作成します。 

（３）水質検査の精度・信頼性保証 

水質検査の結果の精度と信頼性を保証するために，委託業者に対して内部精度管理や外部 

   精度管理を徹底させ、その結果を確認します。 

 

      連絡先  〒３１４－０１９２ 

           神栖市溝口４９９１－５   神栖市水道課 

              TEL 0299-90-1164  FAX 0299-90-1117 

            

 


